
（１）基本的考え方

・二重行政の問題なし ⇒ 組織の存続を基本

・社会経済等の変化による業務の意義の低下等 ⇒ （２）①

・二重行政の問題を解消する観点から見直しが必要な機関 ⇒ （２）②

（２）個別機関の廃止統合の検討

①行政の簡素・効率化等の観点から組織の廃止を検討

②二重行政の問題を解消する観点から組織の見直しを検討

ⅰ）出先機関の事務・権限がなくなるもの ⇒ 組織の廃止

ⅱ）一部の事務・権限を存続させることとなるもの

◆ 二重行政が問題とならない同一府省内の他の出先機関への吸収の検討
◆ 府省を超えた総合的な出先機関への集約化の検討
◆ 都道府県単位機関のブロック化の検討
◆ 二重行政の弊害是正方策の検討

国の出先機関の見直しに関する中間報告（概要）

（１）事務・権限の仕分けの考え方の具体化
①事務・権限の廃止・民営化等の検討
②第１次勧告で取り上げた分野の取扱い

③移譲対象となる「地方自治体による総合行政の確立等に資するもの」
の考え方の具体化
・地方が関連する施策と合わせて実施することにメリットがあるか
・地域の実情に応じた創意工夫を発揮し得るか
・地域住民の利便性の向上が見込まれるか
・国と地方を通じた行政の簡素化・効率化に資するか

④共通的な事務・権限の仕分けの方向

補助金交付事務／広報啓発・相談／国家試験／統計調査

（２）事務・権限の地方移譲にあたり必要となる措置
・県域をまたがる広域的な事案に対応するため、他県に所在する事業者への
立入検査等の権限の付与を検討
・災害等の緊急時に機動的に対応するための機能を集約した遊軍的な組織を
設けることの検討

・道路・河川の具体的な移管等について、国と関係自治体の双方に
強く要請するとともに、必要に応じ委員会もさらに検討
・移管に伴い必要となる人員と財源の確保について明確な考え方を
速やかに示すことを政府に要請、関係自治体の積極的姿勢を期待

例えば、以下の方針に沿って組織の廃止・整理を検討

○ 「第１次勧告」で示した国の出先機関の「事務・権限の仕分け」の考え方を具体化
○ 国の出先機関の「組織の見直しの方向」を明示

第２次勧告（本年末予定）へ

位置付け

【組織の見直しに伴う人員・財源の取扱いの基本的考え方】
・仕事の地方への移譲に伴う人材や必要な財源の確保

・事務・権限の地方移譲に伴う職員の移行等

・事務・権限の廃止縮小、組織の統廃合等に伴う

人員の整理合理化

○ 国と地方の役割分担の抜本的見直し（住民に身近な行政は地方へ）

○ 行政の重複の徹底排除 ○国と地方を通じた行政の簡素化・効率化

○ 地域の民主主義に基づくガバナンス（統治）の充実

基本的考え方
○ 経済財政諮問会議が15系統の「国の出先機関の大胆な見直し」を提案（H19.5)
○ 骨太方針2007－政府からの検討要請
○ 第１次勧告（基本方向を提示） ⇒ 推進要綱（第１次） ⇒ 骨太方針2008

経 緯

仕分けについて
各府省の見解を
求めた上で、
組織のあり方
について検討

事務・権限の仕分け（考え方の具体化） 組織の見直しの方向

【第１次勧告における仕分けの考え方】
次の分類ごとの考え方に沿って、国の出先機関の事務・権限を仕分け

国から地方への職員の

移行等の仕組みの検討

ⅰ 廃止・民営化等
ⅱ 地方への移譲
ⅲ 本府省等への移管
ⅳ 引き続き国の
出先機関で処理

・重複型 ⇒ 地方への一元化が基本

・分担型 ⇒ 現行の「区分け」の線引きを見直し

・関与型 ⇒ 地方の自主性にゆだねることが基本

・国専担型 ⇒ 地方の総合行政の確立等に資するものは地方移譲が基本

平成２０年８月１日

地方分権改革推進委員会


